
 

 
 

 

 
春は、田植えや野菜の植え付けなどで、トラクタや耕うん機などの農業機械

の使用による事故も多くなりますので、事故防止に努めましょう。 

 

○県内における過去の農作業死亡事故について 

  鹿児島県では、令和２年からこれまでに農作業死亡事故が 49件発生してお

り、その約９割が農業機械による事故でした。 

 

 ・令和２年以降に県内で発生した農作業死亡事故件数 

   令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 計 

事故件数 10 ９ 16 ７ ７ 49 

うち 

農業機械 
10 ８ 13 ７ ６ 44 

    (注)令和６年は速報値 

 

 ・県内における農作業死亡事故の原因となった農業機械（令和５年） 

  トラクタ 動力運搬車 
スキッドス

テアローダ 
その他 計 

事故件数 ３ １ １ ２ ７ 

     

 
○春の農作業安全確認運動について 

  県は、農作業事故が多発する４月～６月を「春の農作業事故ゼロ運動」の

実施期間としています。農作業事故を減少させるため、運動の推進にご協力

ください。 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

農作業中の事故に注意しましょう！ 

 

 

【お問合わせ先】 鹿屋市役所 農政課       0994-31-1117（直通）  

＜令和７年度の農作業安全対策 重点推進テーマ（農林水産省）＞ 

『学ぼう！正しい安全知識～農業機械作業研修・熱中症対策研修の拡大と

充実、未熟練農業者への研修実施～』 

 

＜令和７年春の農作業事故ゼロ運動スローガン（鹿児島県）＞ 

『徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策』～ま、いっか！が命取り～ 


